
平成２６年１２月９日

道 路 局

改正道路法（H26・5成立）の関係政省令の整備に関する

パブリックコメントについて

（道路の占用に係る入札制度の導入関係）

本年５月２８日に成立した「道路法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第５３

号）」により、道路法等が改正され、道路の占用に係る入札制度が導入されることとな

りました。

本法律の施行に当たり、公布の日から１年以内に施行される部分における政省令

への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行います。

政省令案の内容としては、

（１）総合評価占用入札を実施するための手続

（２）道路占用の許可の申請を行うことができる者を占用入札により決定することが道路の

管理上適切でない場所

等について定めるものです。

以上について、別紙のとおり、本日より翌年１月７日までパブリックコメントを実施し

ます。

○問い合わせ先：

国土交通省道路局路政課 企画専門官 太田 大吾

代表：03-5253-8111（内線 37332）直通：03-5253-8480 FAX：03-5253-1616


